富士見町農業委員募集要項（欠員補充）

　農業に関する識見を有し、農地法等に基づく許認可事務のほか、農地等の利用の最適化に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者の推薦及び募集を行います。

1. 推薦及び募集について
募集する区域は町内全域、農業者の組織する団体、その他の関係者からの推薦及び募集

2. 募集する人数
１人

3. 推薦を受ける者及び応募する者の資格
町内に住所を有し、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次のいずれかに該当する者は除く
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

4. 主な業務内容
・総会への出席（基本毎月末１回）
・議案対象案件の現地確認
・農地パトロール等の農地利用最適化に関する活動
・農業者からの相談対応・農地利用最適化に関する助言等
・年数回ある研修等への出席
・農地マッチング支援等における農地貸借のあっせん

5. 任期
任命の日から令和10年3月31日

6. 委員報酬
年額345,000円

7. 募集期間
令和８年６月１日～令和８年６月２８日まで

8. 提出書類
富士見町農業委員推薦届または応募届
※推薦届・応募届は、事務局窓口に備える他、町ホームページからダウンロードできます。


9. 提出先
富士見町役場２階　農業委員会事務局（25番カウンター）

10．その他
[bookmark: _GoBack]　　　受付期間の中間及び終了後に、提出のあった推薦及び応募書類をもとに、富士見町ホームページで次の内容を公表します。
（１）推薦をする者が個人の場合はその氏名、職業、年齢及び性別
（２）推薦をする者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、及び構成員の資格等
（３）推薦を受ける者または応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
（４）推薦を受ける者または応募する者が認定農業者等であるか否かの別
（５）推薦又は応募の理由
　　　　

問い合せ先　農業委員会事務局　☎62-9234　町ホームページhttps://www.town.fujimi.lg.jp
